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第６回美里町農業委員会定例総会 

 

１ 開 催 日 平成３０年５月２５日(金)午後１時３５分から午後３時３３分 

 

２ 開催場所 美里町役場南郷庁舎２階 ２０２会議室 

 

３ 出席委員（１６名） 

   １番 小野 保裕   ２番 後藤 幸太郎   ３番 大﨑 幸信 

   ４番 我妻 卓美   ５番 古内 世紀   ６番 久道 雄悦 

   ７番 大友 重善   ８番 佐々木幸一郎   ９番 佐々木 裕一 

  １０番 遊佐 恭一  １１番 柴山 真二  １２番 尾形  司 

  １３番 鈴木 幸博  １４番 福田 なほ子  １５番 邉見 勝寿 

  １６番 伊藤 惠子 

 

  欠席委員（なし） 

 

４ 報告事項 

  １．使用貸借権の合意解約による通知について 

  ２．利用権設定の合意解約による通知について  

  ３．平成２９年度美里町農業委員会事業報告について 

 

５ 議  事 

  第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の許可について 

  第２号議案 農用地利用集積計画書審議について 

  第３号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項による 

意見について 

  第４号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請の意見決定について 

  第５号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決定について 

  第６号議案 平成３０年度美里町農業委員会事業計画について 

 

６ その他連絡・報告事項 

  １．平成３０年５月事業報告について 

  ２．平成３０年６月事業予定について 

  ３．その他 
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７ 農業委員会事務局職員 

  事 務 局 長 菊 地 和 則 

  事務局次長 髙 橋 博 喜 
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８ 会議の概要 

事務局 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 定刻５分ほど遅れましたが、ただいまより平成３０年第６回美里町農業

委員会総会を開催いたします。 

 開会に当たりまして、会長より挨拶をいただきます。 

 

 （挨拶内容省略） 

 

 ありがとうございました。 

 議事進行につきましては、美里町農業委員会会議規則第５条により、会

長が議長となり議事を審議するとありますので、会長、よろしくお願いい

たします。 

 

 それでは、これより平成３０年第６回美里町農業委員会総会を開催いた

します。 

 

 本日の出席委員は１６名全員であります。農業委員会に関する法律第２

７条第３項の規定を満たしておりますので、総会は成立しております。 

 

 次第の３番、議事録署名委員の選任でございます。会議規則第１５条１

項の規定により、議長より二人を指名いたします。３番大﨑幸信委員、４

番我妻卓美委員のお二人にお願いいたします。 

 

 報告事項に入ります。 

 報告事項１番、使用貸借権の合意解約による通知について、２番、利用

権設定の合意解約による通知について、事務局より一括で報告願います。 

 

 （報告事項１、報告事項２について、議案書に記載のとおり説明を行っ

た。） 

 

 ありがとうございました。 

 続きまして、平成２９年度美里町農業委員会事業報告について、事務局

より報告願います。 

 

 （報告事項３について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 
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議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

事務局長 

 

 

小野保裕調査委

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございました。 

 以上が報告事項でございましたけれども、不明な点があれば再度説明を

いたします。質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 ないようですので、報告事項を終了いたします。 

 

 続きまして、議事に入ります。 

 

 第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の許可についてを議題

といたします。 

 また、農地法３条調査書についてもあわせて説明願います。 

 議案番号２２につきまして、５月１５日に農地調査委員会において現地

調査を実施しておりますので、事務局の説明終了後、農地調査委員会の担

当委員より報告をお願いいたします。 

 事務局より説明願います。 

 

 （第１号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 事務局の説明が終了しましたので、現地調査の報告を農地調査委員会の

担当委員より報告願います。 

 

 農地調査委員会は、今月から後藤幸太郎委員と、委員長である、私、小

野の２名が担当し、伊藤会長、邉見会長職務代理者、事務局から菊地事務

局長、高橋事務局次長の計６名により５月１５日（火）に現地調査を行い

ました。 

番号２２について、現地は不動堂地区の●●●に位置し、●●●●が作

付けされた●●●です。 

申請内容は●●による●●●●●ですが、譲受人は５０アール以上農地

を所有し経営をしていることから特に問題は見あたらず許可相当と見てき

ました。 

以上でございます。 
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議長 

 

 

 

 

大友重善委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

大友重善委員 

 

 

事務局 

 

大友重善委員 

 

 

 ご苦労さまでございました。 

 事務局の説明と農地調査委員会の現地調査報告が終了いたしましたの

で、第１号議案について審議をいたします。質疑ありませんか。 

７番大友重善委員。 

 

 ７番大友です。 

 ただいまの議案番号２２についてですが、お互いに同意した単価である

ので、●●の●●については問題ありませんが、譲渡人と譲受人、この二

人の関係ですが、昨年の秋頃だと思いますが、今回と同様の手続きをした

後に●●●●●の●●●●●●●●●●した記憶があるのですが、その辺

どうですか。 

 

 休憩いたします。（１４：００） 

 

 再開いたします。（１４：０１） 

 

 ７番大友重善委員の質問にお答えします。 

 去年の８月総会だったと思いますが、そのときには農地法第３条で購入

し、その後に●●●●●の●●●●●●●●●●したという経過がありま

した。今回の申請につきましては、内容の確認をしましたが、その時のよ

うにするという申し出はなく、●●●●●を作付けすることでの申請とな

っております。 

 以上でございます。 

 

 ７番大友委員、よろしいですか。 

 

 では、●●を作付けするという申請である、ということでよろしい訳で

すね。 

 

そのとおりです。 

 

わかりました。ありがとうございました。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

小野保裕委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 そのほかございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 それでは、採決をいたします。 

 第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の許可について、賛成

の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認め、第１号議案は原案どおり許可といたします。 

 

 続きまして、第２号議案、農用地利用集積計画書審議についてを議題と

いたします。 

 事務局より説明願います。 

 

 （第２号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 事務局の説明が終了しましたので、第２号議案について審議をいたしま

す。質疑ありませんか。ございませんか。 

１番小野保裕委員。 

 

 １番小野です。 

 議案番号３２７番ですが、面積が●，●●●平方メートルで●●●●が

●●●●●円ということですが、最近の総会における●●●●からすると

●●を超えるような●●になっていますが、何か特別な理由があるのかお

聞きします。 

 

１番小野保裕委員の質問にお答えします。 

番号３２７番についてですが、受け付けしたときに、私自身もこの●●

は●●とかなり異なりましたので、そこは確認しましたが、この●●地区

の●●●の該当地が道路沿いにあるということがありまして、両者の間で

は●●並みの金額での●●●ということで合意しての申請でございます。 

 以上です。 
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議長 

 

小野委員 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 ただいま事務局より説明がありましたけれど、よろしいですか。 

 

両者合意の上ですね、わかりました。 

 

 そのほかございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 それでは、質疑なしと認め、採決をいたします。 

 第２号議案について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 

 第２号議案、農用地利用集積計画審議については、２０議案全て賛成で

すので、原案のとおり許可とし、町長に報告をいたします。 

 

 続きまして、第３号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９

条第３項による意見についてを議題といたします。 

 事務局より説明願います。 

 

 （第３号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 事務局の説明が終了いたしましたので、第３号議案について審議をいた

します。議案番号４６番を除いた１１議案について、審議をいたします。

質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 第３号議案、議案番号４６番を除いた１１議案について、賛成の方の挙

手を求めます。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 続きまして、議案番号４６番について審議をいたしますが、農業委員会

等に関する法律第３１条により、１１番柴山真二委員の退席を求めます。 

 

 休憩いたします。（１４：２５） 

 

 再開します。（１４：２５） 

 

 議案番号４６番について審議をいたします。質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 第３号議案、議案番号４６番について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 

 休憩いたします。（１４：２６） 

 

 再開いたします。（１４：２７） 

 

 第３号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項によ

る意見決定については、原案のとおり許可相当と意見を付し、農地中間管

理機構へ進達をいたします。 

 

 続きまして、第４号議案、農地法第４条第１項の規定による許可申請の

意見決定について、議題といたします。 

 また、５月１５日に農地調査委員会において現地調査を実施しておりま

す。事務局の説明終了後、農地調査委員会の担当委員より報告をお願いい



 9

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

小野保裕調査委

員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

たします。 

 事務局、説明お願いいたします。 

 

 （第４号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 事務局の説明が終了いたしましたので、現地調査の報告を農地調査委員

会の担当委員より報告をお願いいたします。 

 

第４号議案、番号１について、現地は大柳地区の●●●に位置してお

り、転用目的は●●●●●●●●●●です。申請地は現在の●●●●の南

側で道路に面し、日当たりも良好なことから●●●●に適しており、農地

区分は第２種農地であり、特に問題は見あたらず許可相当と見てきまし

た。 

以上でございます。 

 

 ご苦労さまでございました。 

 事務局の説明と農地調査委員会の担当委員の報告が終了いたしましたの

で、審議に入ります。質疑ございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決をいたします。 

 第４号議案について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。第４号議案、農地法第４条第１項の規定による許

可申請の意見決定につきましては、全員賛成と認め、原案のとおり許可相

当と意見を付し、宮城県知事に進達いたします。 

 

 続きまして、第５号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の

意見決定についてを議題といたします。 

 また、５月１５日に農地調査委員会において現地調査をいたしておりま

すので、事務局の説明終了後、農地調査委員会の担当委員より報告をお願
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事務局 

 

議長 

 

 

小野保裕調査委

員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

いいたします。 

 事務局より説明お願いいたします。 

 

 （第５号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 

 

 事務局の説明が終了しましたので、現地調査の結果を農地調査委員会の

担当委員より報告をお願いいたします。 

 

第５号議案、番号６について現地は中埣地区の●●●に位置しており、

転用目的は●●●●●●●●●です。農地区分については第１種農地です

が、●●●●●●●●●に該当しますので、特に問題は見あたらず許可相

当と見てきました。 

以上でございます。 

 

 ご苦労さまでございました。 

 事務局の説明と農地調査委員会の担当委員の報告が終了いたしましたの

で、審議に入ります。質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決をいたします。 

 第５号議案について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。第５号議案、農地法第５条第１項の規定による許

可申請の意見決定については、原案どおり許可相当と意見を付し、宮城県

知事に進達いたします。 

 

 続きまして、第６号議案、平成３０年度美里町農業委員会事業計画につ

いてを議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 （第６号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。） 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 事務局の説明が終了いたしましたので、審議に入ります。質疑ありませ

んか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決をいたします。 

 第６号議案に賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 第６号議案、平成３０年度美里町農業委員会事業計画については、原案

のとおり承認といたします。 

 

 以上で議事を終了いたします。 
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議 事 録 署 名 

上記、第６回定例総会の議事録に相違なきことを認め署名、捺印する。 

 

 

平成３０年  月  日 

             会      長 

             署名委員  ３番 

             署名委員  ４番 


